
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
二

○
青
森
県
子
ど
も
の
生
活
実
態
調
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

公

告

○
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更

の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

し
ら
と
医
院

平
川
市
柏
木
町
藤
山
七
の
一
八

平
成
三〇･
四･三〇

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

社
会
福
祉

法
人
桐
栄

会

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
村
元
三
三

〇
の
七

短
期
入

所
生
活

介
護

と
き
わ

シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
水
木
字

浅
田
九
五

平
成
三〇･
九･二六
平
成
三〇･一〇･三一

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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第
四
千
五
百
二
十
五
号

平
成
三
十
年

十
一
月
七
日

（
水
曜
日
）



指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

社
会
福
祉

法
人
桐
栄

会

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
村
元
三
三

〇
の
七

介
護
予

防
短
期

入
所
生

活
介
護

と
き
わ

シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
水
木
字

浅
田
九
五

平
成
三〇･
九･二六
平
成
三〇･一〇･三一

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

フ
ァ
イ
ン
調
剤
薬
局
松
森
町
店

弘
前
市
大
字
松
森
町
一
一
九
の
二

平
成
三〇･一〇･
九

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

青
森
県
子
ど
も
の
生
活
実
態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例
（
平

成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

子
ど
も
の
貧
困
は
、
単
な
る
経
済
的
困
窮
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
要
因
が
複
合
的
に
つ
な
が

る
こ
と
で
世
代
間
の
貧
困
の
連
鎖
を
招
い
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
態
を
多

面
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
に
居
住
す
る
小
学
校
五
年
生
の
子
ど
も
と
そ
の
保
護
者
及
び
中
学
校
二
年
生
の
子
ど
も
と

そ
の
保
護
者

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

㈠

世
帯
の
状
況

㈡

調
査
対
象
者
の
状
況

㈢

子
ど
も
に
関
す
る
制
度
の
利
用
状
況

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
九
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

住
民
基
本
台
帳
等
か
ら
無
作
為
抽
出
し
た
小
学
校
五
年
生
の
子
ど
も
二
千
四
百
八
十
九
名
と
そ

の
保
護
者
二
千
四
百
八
十
九
名
及
び
中
学
校
二
年
生
の
子
ど
も
二
千
六
百
九
十
八
名
と
そ
の
保
護

者
二
千
六
百
九
十
八
名
と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
票
の
送
付
及
び
記
入
済
調
査
票
の
回
収
を
郵
送
に
よ
り
行
う
郵
送
調
査
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
七
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
蓬
田
村
大
字
郷
沢
字
浜
田
七
の
三

工
藤

徹

蓬
田
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東
津
軽
郡
蓬
田
村
大
字
郷
沢
字
浜
田
一
四
一
の
四

福
井

明
彦

東
津
軽
郡
蓬
田
村
大
字
阿
弥
陀
川
字
汐
干
一
の
一

古
川

正
美

公

告

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
（
平
成
三
十
年
十

月
一
日
公
表
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（
別
添
）
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
第
一
の
別
に
定
め
る
「
く

ろ
ま
ぐ
ろ
」
に
つ
い
て
（
第
四
管
理
期
間
）
第
二
及
び
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


